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◆電話番号◆
南あわじ市役所（代表）
　☎43-5001（総務課）

【議会】
議会事務局☎43-5005

【総務部】
総務課☎43-5001
財政課☎43-5209
管財課☎43-5210
情報課☎43-5206
　ケーブルテレビ☎43-2345

【企画部】
秘書課☎43-5204
ふるさと創生課☎43-5205
商工観光課☎43-5221
 消費生活センター
　　　　　☎43-5099
うずしお世界遺産推進課
　　　　　　　☎43-5207

【危機管理部】
危機管理課☎43-5203

【市民部】
市民課☎43-5212
税務課☎43-5213
環境課☎43-5214

【福祉部】
福祉課☎43-5216
子育て支援課☎43-5219
長寿福祉課☎43-5217
 地域包括支援センター
　　　　　☎43-5237
健康課☎43-5218

【農林水産部】
農林振興課☎43-5223
食の拠点推進課☎43-5224
農地整備課☎43-5225
水産振興課☎43-5243

【建設部】
建設課☎43-5226
都市計画課☎43-5227
下水道課☎43-5228

【会計】
会計課☎43-5229

【教育委員会】
教育総務課☎43-5230
学校教育課☎43-5231
社会教育課☎43-5232
体育青少年課☎43-5234
青少年育成センター
　　　　　　☎43-5238

【各委員会事務局】
選挙管理委員会事務局
　　　　　　☎43-5004
監査委員事務局・固定資産
評価審査委員会事務局
　　　　　　☎43-5235
農業委員会事務局
　　　　　　☎43-5236

【淡路広域水道企業団】
お客様センター☎43-3038

松井開発運輸株式会社
「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

検 索

～  新しい夢の『はじまり』を創るために  ～

「南あわじ市火葬場」の都市計画決定（火葬場の名称、位置、面積、炉数）の
素案について、住民のみなさんの意見をお聞きする公聴会を開催します。
　また、これに先立ち、都市計画（素案）の閲覧ならびに意見を述べたい人の
申出（公述申出）の受け付けを行います。

❶【公聴会の開催】
■日　時　１０月２８日（金）午前９時３０分～
■会　場　中央公民館（旧三原公民館）１階　講義室
■公述申出の受付期間　１０月３日（月）～１７日（月）（当日消印有効）
■公述申出の提出方法　都市計画課へ所定の様式で郵送または持参で提出してください。

※公述申出の様式は市都市計画課もしくは市のホームページから入手できます。
※公述時間は一人当たり15分以内とさせていただきます。ただし、公述人が多数になっ
　た場合、一人あたりの公述時間を５分以内に制限させていただくことがあります。

■公聴会の傍聴について
　　当日、会場に直接お越しください。ただし、希望者多数の場合は人数制限（先着順）
　　をさせていただく場合がありますので、予めご了承願います。
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い
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す
。
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ん
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な
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よ
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年
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Ｒ
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。

◆
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と
行
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ま
し
ょ
う
!
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す
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入
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「法の日」無料相談会を開催します

日時 10 月４日（火）　午前９時～正午（予約は不要です）

問❶～❸は、兵庫県行政書士会淡路支部（船越）☎２３－００８６

場所  市役所 第２別館

問❹は、市民課☎４３－５２１２

（❶❷❸は３階多目的ホール、❹は２階第６会議室）
相談担当〔相談内容〕　※相談は無料で秘密は厳守されます　
❶司法書士〔相続、売買、贈与、会社設立等の登記手続、多重債務、成年後見等〕
❷土地家屋調査士〔建物新築・滅失登記、土地分筆、地積更生、地目変更、土地境界問題等〕 
❸行政書士〔農地転用、建設業関係、自動車に関する諸手続、産業廃棄物、NPO設立等〕
❹人権擁護委員〔人権相談〕

「南あわじ市火葬場」の都市計画決定(素案)に係る
  公聴会を開催します。 問都市計画課☎４３－５２２７
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請
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査
に
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し
ま
す
！

▲位置図　火葬場計画区域▲位置図　火葬場計画箇所

▼火葬場計画区域
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さ
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想
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で
す
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公
証
制
度
と
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不
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産
売

買
な
ど
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約
書
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遺

言
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な
ど
に
つ
い
て
、
公
証
人

が
公
文
書
で
あ
る
公
正
証
書
を

作
成
し
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
を
図

る
制
度
で
す
。
公
証
人
は
、
裁

判
官
や
検
察
官
な
ど
を
長
年
務
め

た
法
律
実
務
経
験
者
の
中
か
ら
法

務
大
臣
が
任
命
し
た
公
務
員
で
す
。
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※公聴会とは?
　都市計画の案を作成する際に、住民の皆さんの意見を反映させるための措置として、公開の場
で意見を述べていただくものです。

【火葬場の都市計画決定（素案）の概要】
　名称：南あわじ市火葬場
　位置：南あわじ市桜花の郷
　面積：約6,800㎡
　炉数：人体炉４炉　汚物炉１炉

　❷【都市計画（素案）の閲覧】
　 閲覧期間 １０月３日～１７日
　 閲覧場所  都市計画課（平日の開庁時間のみ）
　※都市計画（素案）は市のホームページでも
　　掲載しています。

　※公述申出がない場合は、公聴会は中止となります。中止の場合は、市のホームページで　
　　お知らせするとともに、公聴会当日の会場入り口に中止の掲示をさせていただきます。

★

火葬場計画箇所


